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１．子ども・子育て支援（納付）金について【国資料】
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１-① 子ども・子育て支援金とは
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１-② 子ども・子育て支援金制度の概要
R7.3.13 全国高齢者医療主管課（部）長及び
国民健康保険主管課（部）長並びに後期高齢者
医療広域連合事務局長会議資料
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１-③ 子ども・子育て支援納付金に係る医療保険者間の按分方法
R7.3.13 全国高齢者医療主管課（部）長及び
国民健康保険主管課（部）長並びに後期高齢者
医療広域連合事務局長会議資料
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１-④ 子ども・子育て支援金に係る国試算（R8～R10）
R7.3.13 全国高齢者医療主管課（部）長及び
国民健康保険主管課（部）長並びに後期高齢者
医療広域連合事務局長会議資料
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１-⑤ 子ども・子育て支援金制度に係る18歳未満均等割額軽減措置
R7.3.13 全国高齢者医療主管課（部）長及び
国民健康保険主管課（部）長並びに後期高齢者
医療広域連合事務局長会議資料
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１-⑥ 子ども・子育て支援納付金に係る算定方式
R7.3.13 全国高齢者医療主管課（部）長及び
国民健康保険主管課（部）長並びに後期高齢者
医療広域連合事務局長会議資料



10

２．子ども・子育て支援納付金の算定方法について【諮問事項】
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２-① 算定の仕組み（流れ）について

＝

国・療養給付費等負担金等（子ども分）県全体の
子ども・子育て
支援納付金額
（市町村国保分）

国・普通調整交付金（子ども分）

県内市町村が
県に納付する
子ども・子育て
支援納付金の総額

－

＜公費＞

応能割

Ｃ村の
子ども・子育て支援納付金

Ａ市の
子ども・子育て支援納付金

Ｂ町の
子ども・子育て支援納付金

所得水準、18歳以上被保険者数に応じて
市町村ごとに按分

11

応益割

県・都道府県繰入金（子ども分）

子ども・子育て支援納付金に係る算定の流れ



保険料(税)の構成

※４方式：所得割・資産割・均等割・平等割

３方式：所得割・均等割・平等割、

２方式：所得割・均等割

医療分保険料

所得割●●％

均等割●●円

＝

平等割●●円

1

後期分保険料

所得割●● ％

均等割●●円

＝

平等割●●円

2

介護分保険料

所得割●● ％

均等割●●円

＝

3

令和８年度から追加

＜2方式＞＜3方式＞ ＜3方式＞

12

子ども・子育て
支援金

所得割●● ％

均等割●●円

＝

4

平等割●●円

＜2/3方式＞

２-① 算定の仕組み（流れ）について

応能割 ・所得割 所得に応じて算定
・資産割 資産に応じて算定(本県では未採用)

応益割 ・均等割 人数に応じて（１人当たり）算定
・平等割 世帯に応じて（１世帯当たり）算定

18歳以上均等割●●円
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２-② 熊本県における算定方法について

項目 方針 左記の方針とした理由

１ 算定方式
２方式（所得割・均等割）
とする

子ども・子育て支援金分は、18歳未満の均
等割額が全額軽減されるため、２方式とす
る（介護納付金分と同様の考え方）

※医療分・後期高齢者支援金分は、負担能力のない
子どもが多く所属する世帯に賦課される均等割の
負担軽減のため、平等割を加えた３方式を採用

２

応能割（所得割）と
応益割（均等割）の
賦課割合

国が示す所得係数β：１と
する

（β＝県平均１人当たり所得／全
国平均１人当たり所得）
※β＝約0.83（R8仮係数）

医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金
分と同じルールとする

※βについて、R8年度分は医療分を準用（国方針）
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２-② 熊本県における算定方法について

14

■モデル世帯における子ども子育て支援金額のシミュレーション

（シミュレーションの条件）
◆保険料(税)率は仮算定時の県内市町村平均（単純平均）を採用。
◆各世帯の所得は119万円（令和４年度における国保被保険者世帯の全国平均所得143万円×本県
の所得係数0.83）で試算。

算定方式
（賦課方式）

単身世帯 ２人世帯
（大人２人）

４人世帯
（大人２人・小学生２人）

２方式 5,095円
(内訳)
・所得割 3,570円
・均等割 1,443円
・18歳以上均等割 82円

6,620円
(内訳)
・所得割 3,570円
・均等割 2,886円
・18歳以上均等割 164円

6,620円
(内訳)
・所得割 3,570円
・均等割 2,886円
・18歳以上均等割 164円

３方式 5,347円
(内訳)
・所得割 3,570円
・均等割 1,010円
・18歳以上均等割 58円
・平等割 709円

6,415円
(内訳)
・所得割 3,570円
・均等割 2,020円
・18歳以上均等割 116円
・平等割 709円

6,415円
(内訳)
・所得割 3,570円
・均等割 2,020円
・18歳以上均等割 116円
・平等割 709円

（年間の金額）
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２-② 熊本県における算定方法について

＝

国・療養給付費等負担金等（子ども分）県全体の
子ども・子育て
支援納付金額
（市町村国保分）

国・普通調整交付金（子ども分）

県内市町村が
県に納付する
子ども・子育て
支援納付金の総額

－

＜公費＞

（所得割）

Ｃ村の
子ども・子育て支援納付金

Ａ市の
子ども・子育て支援納付金

Ｂ町の
子ども・子育て支援納付金

所得水準、18歳以上被保険者数に応じて
市町村ごとに按分

15

（均等割）

県・都道府県繰入金（子ども分）

（１）子ども・子育て支援納付金に係る算定の流れ（２方式の場合）

所得割・均等割の２方式。割合はβ（所得割）：１（均等割）
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２-② 熊本県における算定方法について

Ａ市の
子ども・子育て
支援納付金

Ａ市の
子ども・子育て
支援金額の算定
に必要な
支援金総額

÷
Ａ市の
標準的な
収納率

Ａ市における
調整後の

子ども・子育て
支援金額の算定
に必要な
支援金総額

＝

所得割率÷ 所得総額 ＝

均等割額÷ 被保険者総数 ＝

18歳以上
均等割額

所得割

賦課総額

18歳以上
均等割
賦課総額

均等割
賦課総額

÷ 18歳以上被保険者総数 ＝

＝

16

保険者支援制度(子ども分)

－
過年度の保険料収納見込
（子ども分）

（２）子ども・子育て支援金に係る算定の流れ（２方式の場合）（参考）
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２-③ 熊本県国民健康保険法施行条例の改正案について

１．条例改正案の概要

（１）改正する条例

熊本県国民健康保険法施行条例

（２）施行日

令和８年４月１日

（３）改正の内容

子ども・子育て支援納付金納付金基礎額（市町村ごとの子ども・子育て支援納付金額）を

算定するために必要となる次の係数等を規定

①子ども・子育て支援納付金納付金所得係数

（全国平均と比較した子ども・子育て支援納付金に係る県内被保険者の所得水準）

②子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合

（市町村ごとの県内市町村における所得（応能）のシェア）

③子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合

（市町村ごとの県内市町村における人数（応益）のシェア）

（注）本資料に記載している改正案の内容は、現時点の整理であり、
今後公布される政令や法令審査を踏まえて変更となる可能性があります
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２-③ 熊本県国民健康保険法施行条例の改正案について

A市の
子ども・子育て支援

納付金額

県内市町村の
子ども・子育て支援

納付金額
調整係数（γ）

A市の県内市町村に
おける１８歳以上人数
（応益）のシェア

（子ども・子育て支援納付
金に係る被保険者）

A市の県内市町村に
おける所得（応能）の

シェア
（子ども・子育て支援納付
金に係る被保険者）

県内市町村の所得係数
（β）

（子ども・子育て支援納付
金に係る被保険者）

１
県内市町村の所得係数

（β）
（子ども・子育て支援納付
金に係る被保険者）

※着色部分について条例で規定する必要がある

２．子ども・子育て支援納付金の算定式

所得水準、18歳以上被保険者数に応じて
市町村ごとに按分



２-③ 熊本県国民健康保険法施行条例の改正案について

①子ども・子育て支援納付金納付金所得係数の算定式

※子ども・子育て支援納付金
納付金所得係数
（第11条の２第１項第２号イ（１））

当該都道府県に係る被保険者一人当たりの
所得額の見込額として厚生労働省令で定め

るところにより算定される額
（第11条の２第３項第１号）

全ての都道府県に係る被保険者一人当たり
の所得額の見込額として厚生労働大臣が定

める額
（第11条の２第３項第２号）

19

②子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合の算定式（２方式の場合）

※子ども・子育て支援納付金
納付金所得等割合
（第11条の２第１項第２号イ
（２））

当該市町村に係る被保険者一人当たりの所
得額の見込額として厚生労働省令で定める

ところにより算定される額
（第11条の２第４項第１号イ（１））

当該市町村に係る被保険者の見込数として
厚生労働省令で定めるところにより算定され

る数
（第11条の２第４項第１号イ（２））

当該都道府県に係る被保険者一人当たりの
所得額の見込額として厚生労働省令で定め

るところにより算定される額
（第11条の２第４項第１号ロ（１））

当該都道府県に係る被保険者の見込数とし
て厚生労働省令で定めるところにより算定さ

れる数
（第11条の２第４項第１号ロ（２））

※左記は第11条の２第４項第１号
に基づく算定式。その他に同項第
２号に基づく算定式（資産税総額
等が算定式に加わる）もあるが、そ
ちらは県が算定する標準保険料率
の算定方式に資産割が含まれる
場合にのみ採用可能。本県は２方
式（所得割及び均等割）で算定す
る予定のため採用できない。

③子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合の算定式（２方式の場合）

※子ども・子育て支援納付金
納付金被保険者数等割合
（第11条の２第１項第２号ロ）

当該市町村に係る十八歳以上被保険者の
見込数として厚生労働省令で定めるところに

より算定される数
（第11条の２第５項第１号イ）

当該都道府県に係る十八歳以上被保険者
の見込数として厚生労働省令で定めるとこ

ろにより算定される数
（第11条の２第５項第１号ロ）

※左記は第11条の２第５項第１号に基づく算定式。その他に同項第２
号に基づく算定式（均等割指数・平等割指数が算定式に加わる）もあ
るが、そちらは県が算定する標準保険料率の算定方式に平等割が含
まれる場合にのみ採用可能。本県は２方式（所得割及び均等割）で
算定する予定のため採用できない。

３．条例で規定する内容

県内市町村の所得係数
（β）

（子ども・子育て支援納付金に
係る被保険者）

A市の県内市町村に
おける所得（応能）の

シェア
（子ども・子育て支援納付金

に係る被保険者）

A市の県内市町村に
おける１８歳以上人数
（応益）のシェア

（子ども・子育て支援納付金
に係る被保険者）


